
 
 

 

 

 

 

 

 

１．目 的 

電気自動車等（ハイブリッド車等）の点検整備を行う者は、髙電圧電気回路（ＤＣ５０Ｖ以上）に係

わる作業が安全に実施出来るように、労働安全衛生法第５９条、同規則３６条により特別教育が義務付

けられております。 

 よって、新技術に対する安全教育、整備技術の向上を目的として本特別教育を実施します。 

２．講習内容 （電気の安全に必要な基礎知識） 

 ・高電圧システムの理解  ・システムの不具合時の対応方法   ・保護具の取扱い 

・実車における安全作業の手順  ・負傷したときの救護処置方法 ・関係法令等 

３．日程・会場等 

 日   程  令和８年６月１３日（土）予定 

 会   場  自動車会館 ４階 (熊本市東区東町 4丁目 14-8) 

 時   間  受付 ９時より   研修 ９時３０分から１７時まで 

 受講対象者  自動車整備士資格所持者 

人   員  ３０名 

４．受講費用並びに申込方法 

○受講費用は１人５，５００円（資料代、税含む）受講料は、開講当日の受付時納入下さい。 

○下記申込書により、当会教育課（TEL０９６-２４３-６６６８）宛、申込者多数の場合は２回に分け

て実施、又、僅少の場合、講習を取り止める場合があります。 

５．申込期限                     

令和８年５月２２日(金)までにＦＡＸで申込み下さい。（FAX０９６-３６９-１４６３） 

６. 本教育の最後に学科試験が義務付けられています。本教育を修了した者には、労働安全衛生法第５

９条に基づく、安全衛生特別教育規定による電気自動車等の整備業務に係る特別教育の修了証書を交付

します。修了者は従業員を対象とした特別教育の講習を行うことができます。 

 

令和  年  月  日 

電気自動車等の整備業務に係る特別教育受講申込書 

フ リ ガ ナ  生 年 月 日  

氏 名  電話番号(自宅)  

現 住 所 
〒 

事 業 場 名 

認証番号４－ 電話番号(工場)  

 

整備士資格 〔例：２級ガソリン自動車〕 

 

令和８年度 

電気自動車等の整備業務に係る

特別教育のご案内 

(電気特別教育) 

 

き り と り 


